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子ども家庭支援課の窓口でもお預かりいたします。

毎年6月1日に児童手当は年度が切り替わります。令和4年度からは受給者の現況を住民基本台帳
等で確認するため、原則提出が不要となります。ただし、一部受給者につきましては、引き続き
提出が必要となりますので、対象の方には現況届の用紙をご自宅に郵送いたします。

※令和５年４月以前の児童手当請求の場合は令和３年中の所得での審査となります。
令和４年中の扶養人数

令和５年６月～令和６年５月分

所得制限限度額(A) 所得上限限度額(B)

・給与所得者の方は、給与等の収入金額から給与所得控除後の所得額、他の所得者の方は確定申告書の所得
　額から、下記の所得控除該当額を控除した所得額を、扶養人数（＊３）に応じた所得制限限度額(A)及び所得
　上限限度額(B)と照らし合わせて手当の支給額を判定します。
　（＊３）　税法上の同一生計配偶者、及び扶養親族数（16歳未満の扶養親族を含む、また、施設等に入所している児童は除
　　　　く）の人数です。16歳未満の扶養親族は税法上の控除対象ではありませんが、児童手当所得判定の扶養人数には
　　　　入りますので、確定申告等の場合に漏れないようにご注意ください。

・[所得控除]雑損控除、医療費
　控除、小規模企業共済等掛金
　控除、(特別）障害者控除、寡
　婦控除、ひとり親控除、勤労
　学生控除、長期譲渡所得及び
　短期譲渡所得に係る特別控除
　(低未利用土地等の譲渡に係る
　長期譲渡所得の特別控除含む)

・所得合計額から社会保険料控除相当額である一律８万円を控除します。
・給与所得又は公的年金等所得がある方は、所得合計から10万円を控除します。
・扶養人数が1人増えるごとに38万円が所得制限限度額（A）及び所得上限限度額（B）に加算されます。
・同一生計配偶者（70歳以上の者に限る）、老人扶養親族につき、６万円を所得制限限度額（A）及び所得
　上限限度額(B)に加算します。
児童手当等を支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額(B)を下回った場合、改めて
認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

6,220,000円
6,600,000円
6,980,000円

０人
１人
２人

8,580,000円
8,960,000円
9,340,000円
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令和4年6月1日から児童手当法の一部改正により、所得上限限度額(B)が設けられました。受給者の
方の所得が所得上限限度額(B)以上の場合、児童手当等の支給がされなくなります。
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３歳～小学校
修了前

所得制限限度額（A）
未満の場合

子ども・教育・若者支援

所得上限限度額（B）以上の場合

手当担当

所得制限限度額（A）以上所得上限限度額（B）未満の場合
支給なし

４

４

４



(R5.5)

　請求者（生計中心者）の加入している年金が「1．厚生年金　2．私立学校教職員共済　5．国民年金
6．その他・未加入」の場合と、額改定請求の場合には、年金の加入証明は不要です。
※「１」～「４」の年金の加入者に扶養されている配偶者は、「５．国民年金」に該当します。

①日本郵政共済組合員証　②文部科学省共済組合員証（大学等支部の記載があるもの）　③共済組合員証の
うち勤務先が（地方）独立行政法人であることが明らかなもの

A．請求者の方が加入している健康保険証が、下記①～③に該当する場合（任意継続保険証を除く）には、請求
者の方の健康保険証の写しを添付してください。

B．請求者の方が加入している健康保険証が、上記A.　①～③に該当しない場合には、別紙の「年金加入証明書」
　に勤務先で証明を受けた上で、添付してください。

　請求者（生計中心者）の加入している年金が「3．国家公務員共済」又は「4．地方公務員共済」の場合には、
下記A・B　いずれかの年金の加入証明が必要です。

１．厚生年金　２．私立学校教職員共済　３．国家公務員共済　４．地方公務員共済　５．国民年金　６．その他・未加入
（公務員の場合、児童手当について所属庁からの支給対象ではないか、勤務先に確認してください）

金融機関名

口座
名義

請求者名義のみ（カナまたはアルファベット）

公金受取口座を利用します。（公金受取口座を利用する場合は、以下の口座情報の記入は不要です。）

（右詰めで記入）

＊金融機関への登録名や読み方が異なる場合のみ右の〔　〕にご記入ください。
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□口座振込依頼書・公金受取口座　□健康保険証写し・年金加入証明書
□監護事実の同意書　　　　　□児童の属する世帯の住民票
□所得証明書（□受・□配）　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

□口座振込依頼書　　　　　　□本人確認資料（カ　　免　　パ　　保）
□監護事実の同意書　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

□年金（□厚 □私 □国） □公金（□済） □情熱照会（□開 □不 □未）

児手・特例・却下
児手・特例・却下

受

※

欄
会
照

公金受取口座
入力

※

欄
会
照

※健康保険証の写しを添付する際は、保険者番号及び被保険者等記号・番号・枝番を読み取れない
　ようにマスキングしてご提出ください。

※健康保険証の写しを添付する際は、保険者番号及び被保険者等記号・番号・枝番を読み取れないようにマスキングしてご提出ください。

・既に児童手当を受給中の方で額改定請求（弟妹が出生した等）の場合、記入は不要です。
・外国人等で口座名義がアルファベットの方はアルファベットで記入してください。
・「公金受取口座」は、受給者の方がマイナンバーを使用して、国のマイナポータル等であらかじめ各種公金の受取口座
として登録をされた口座情報です。

　登録された「公金受取口座」への振込を希望される場合には、その左側のチェックボックスにレ点チェックを記入して
ください。

　この場合には、金融機関名などの口座情報を記入する必要はございません。
・公金受取口座を利用しない場合は、口座情報を記入してください。
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　公金受取口座を利用する場合は、口座情報
の記入は不要です。 ①健康保険証の写し　または、

年金加入証明書貼付欄
請求者の加入年金、加入健康保険によっては、請求者の健
康保険証の写しまたは、別紙の年金加入証明書の添付が必
要となります。添付欄上部の説明をご参照ください。
※健康保険証の写しを添付する際は、保険者番号及び被保
険者等記号・番号・枝番を読み取れないようにマスキング
してご提出ください。

②「個人番号確認」及び「本人確認」
書類貼付欄
請求書裏面に記載の「個人番号確認と本人確認」をご参照
の上、貼付が必要な場合には貼付をしてください。
注1）のり　または　セロハンテープで貼ってください。
注2）貼付欄内「重要」は必ずお読みください。

本人（組合員）

記号　―　　　　番号　11111111　　 枝番

氏　　　　　名　世田谷　太郎

性　　　　　別　男

生　年　月　日　××年×月×日

資格取得年月日　××年×月×日

××年×月×日交付

発行機関所在地 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷 4-21-27

保険者番号 ３１１１０２８１　名称　日本郵政共済組合

日本郵政共済組合
組　合　員　証


